
お問い合わせ先　　肝付町役場　健康増進課　☎0994（65）2564

 医療機関で受給資格者証とマイナ保険証（資格確認書等）を提⽰していただくと、保険診療分に係る医療費
の⽀払いを医療機関等窓⼝でしていただく必要はありません。

※ 受給資格者証の提⽰忘れや県外医療機関の受診等の理由により窓⼝払いが発⽣した場合は、申請期間内に対象の
医療費の領収書原本を役場窓⼝にお持ちいただき、お⼿続きいただくことで助成が可能となります。

※ ⽣活保護法による保護を受けている⼈は、対象となりません。
※ 保険外診療の費⽤（健診料・予防接種など）は助成の対象となりません。
※ ⾼額療養費や付加給付⾦等に該当する場合は、⼀部負担⾦額から該当給付額を控除した額が助成されます。

①窓口での医療費支払い負担がなくなります

令和７年
４⽉診療分

より

⼦ども医療費の
助成制度が変わります

 肝付町では⼦どもの健康と健やかな育成を図るため、⼦どもの保険診療に係る医療費の全額を助成してい
ます。この制度をより充実させるため、令和７年４⽉診療⽉分より窓⼝での医療費⽀払い負担がなくなる現
物給付⽅式を導⼊します。対象の⽅には３⽉中に順次新しい受給資格者証を郵送します。４⽉以降は新しい
受給資格者証で受診してください。古い受給資格者証は破棄するか役場までご返却ください。

資格者証
（旧）
⻩⾊

資格者証
（新）

むらさき⾊

受給資格者証が届いたら確認を！

・ 受給資格者証の記載内容（住所・加
⼊医療保険など）に変更がないか

・ 対象者に該当する⽅の受給資格者証
がすべて届いているか

②受給資格者証が変わります
 住⺠税課税世帯の⼦ども医療受給資格者証が⻩⾊からむらさき⾊に変更されます。
 現在むらさき⾊の受給資格者証（住⺠税⾮課税世帯）を持っている⽅の受給者番号も変更になるため、⼦ど
も医療費助成対象者全員に新しい受給資格者証をお送りします。

【ひとり親医療制度・重度⼼⾝障害者医療制度を利⽤している⽅】
 ひとり親医療制度・重度⼼⾝障害者医療制度の受給資格者証をお持ちのお⼦様についても、⼦ども医療費の対象と
なり、受給資格者証をお送りします。併⽤して受給はできないため、医療機関等窓⼝にはどちらかの受給資格者証を
提⽰してください。
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